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３月臨時教育委員会会議録 

 
 

開催日時         令和２年３月 17 日（火） 

               午後３時～午後４時 20 分 

 

開催場所         県庁新館４階教育委員会室 

 

出席委員         教育長            福永 忠克 
委 員（教育長職務代理者） 土井 真一 
委 員                 藤田 義嗣 
委 員           岡崎 正彦 
委 員           窪田 知子 
委 員           野村 早苗 

 

 

１ 開  会 

 

● 教育長から開会の宣告があった。 

  

● 教育長から出席者の確認があり、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 14 条第３項の規定により、会議の成立が確認された。 

  

● 事務局から出席者の報告があった。 

 

 

２ 非公開事件の確認 

 

● 教育長から、本日の議題のうち、第 61 号議案から第 66 号議案まで

の６議案については、教育委員会の所管に属する職員の任免その他の

身分の取扱いに関するものであり、公正かつ円滑な人事の確保に支障

を及ぼすおそれがあることから、審議を非公開とすべきとの発議があ

った。発議は全員異議なく了承され、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 14 条第７項ただし書の規定により、第 61 号議案から第
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66 号議案までの６議案の審議が非公開とされることとなった。また、

審議の順番については、公開議案、非公開議案の順で審議することが

確認された。 

 

 

３ 議  事（議案：公開） 

 

● 教育長から、第 59 号議案「滋賀県教育委員会の職務権限に属する事

務の管理および執行の特例に関する条例等の一部を改正する条例案に

関する県議会への意見に係る臨時代理の承認について」、事務局に説明

を求め、事務局から資料に基づき説明があった。 

  

● 主な質疑・意見 

  

○  特になし   

     

● 教育長から、第 59 号議案について採決する旨の発言があり、全員一

致で、原案どおり可決された。 

 

● 教育長から、第 60 号議案「令和元年度滋賀県一般会計補正予算（第

８号）のうち教育委員会所管の予算案に関する知事への意見に係る臨

時代理の承認について」、事務局に説明を求め、事務局から資料に基づ

き説明があった。 

  

● 主な質疑・意見 

  

○  特になし   

     

● 教育長から、第 60 号議案について採決する旨の発言があり、全員一

致で、原案どおり可決された。 

 

 

４ 報  告（公開） 

 

● 教育長から、報告事項ア「滋賀県社会教育委員会議提言について」、

事務局に説明を求め、事務局から資料に基づき説明があった。 
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● 主な質疑・意見 

  

○  藤田委員  家庭はあらゆることの基盤となる。社会教育

委員会議での意見を踏まえて、教育委員会も一

緒になって取り組んでいく必要がある。 

     

○  生涯学習課長  社会教育委員会議では、地域で社会教育を担

う委員の皆様から様々な御意見をいただいた。

教育委員会としては、事業の実践を通じて、提

言を施策にどう反映していくかが重要である。 

     

○  岡崎委員  グレーゾーンの家庭への支援とあるが、支援

が行き届きにくい方というのは把握できている

のか。 

     

○  生涯学習課長  明確に切り分けられるものではないが、福祉

分野が行う専門的な支援と、教育分野が行う家

庭全般への家庭教育支援との役割分担の中で、

その中間の段階への支援も大切ではないかとい

うことで整理された。 

     

○  岡崎委員  福祉と教育がそれぞれ担う部分があるが、こ

れまでのやり方では支援が届きにくい部分につ

いて、柔軟に連携して支援ができるとよいと思

う。 

     

○  生涯学習課長  ケースに応じて、地域の関係団体や専門機関

につないでいくことも大切である。来年度の新

規事業では、スクールソーシャルワークスーパ

ーバイザーを派遣して、訪問型家庭教育支援を

普及する取組を進めていきたい。 

     

○  岡崎委員  柔軟な発想でしっかり取組を進めていただき

たい。 

スマートフォンの使用について、今回の新型
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コロナの影響で休校になったような場合に、活

用方法を身に付けさせておくと、もっと柔軟な

対応ができると思う。 

     

○  生涯学習課長  ＰＴＡにおいてもスマートフォンのことは議

論になるが、まずは利用するにあたって家庭で

のルールを話し合ってもらうことを啓発してい

る。単に利用を禁止するだけでなく、踏み込ん

だ形で啓発していきたい。 

     

○  藤田委員  社会教育の観点で、社会全体の課題として考

えていかなければならない。 

     

○  生涯学習課長  社会教育委員には、それぞれの地域で、地道

に様々な取組をされている方がたくさんおられ

る。こうした意見を踏まえながら、教育委員会

としてもしっかり取り組んでいきたい。 

     

○  野村委員  「子育ての悩みを相談できる人がいる」と答

えた人の割合が大きく減っており、身近にそう

した方がおられない家庭が増えてきている現状

がある。家庭への支援で大きな役割を担ってい

ただくスクールソーシャルワーカーをどれだけ

充実できるかが重要になる。市町によって子育

て支援の取組に差があると感じるので、訪問型

家庭教育支援の取組を踏まえて、しっかりと支

援を広げていただきたい。また、子ども同士、

親同士がつながりを持てるように、子育て支援

の取組についての支援にも力を入れていく必要

がある。 

     

○  生涯学習課長  スクールソーシャルワーカーについては、事

務局内でもしっかりと相談しながら進めていき

たい。 

地域への普及については、県の役割として、

まずはモデル的に実施した上で、その結果を踏
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まえて取組を広げていくことが重要と考えてい

る。地域によって実情が異なる部分もあるの

で、丁寧に市町と相談しながら進めていきた

い。 

     

○  岡崎委員  最近は、ＰＴＡやボランティア活動を必要と

思わない保護者の方が増えているが、地域で子

どもを支え合うことは大切である。同じ学校・

園の保護者同士であれば、気楽につながること

ができ、また子育ての不安の解消につながる部

分があると思うので、県としてもこうした活動

の後押しが必要と思う。 

また、ＰＴＡでただ集まって研修するだけで

はなくて、例えば座談会のような形であれば人

のつながりを作ることもできると思うので、検

討いただきたい。 

     

○  生涯学習課長  社会状況の変化の中で、本来必要な機能をし

っかり維持していくことができるように、地域

での活動を生かしていけるようにしたい。 

 

● 教育長から、報告事項イ「新型コロナウイルスに関連した感染症対

策への対応状況について」、事務局に説明を求め、事務局から資料に基

づき説明があった。 

  

● 主な質疑・意見 

  

○  藤田委員  子どもへの影響を考えると、春休みまでの休

業対応できてよかったと思うが、休業が長引い

たときの対応を備えておく必要があると思う。 

     

○  保健体育課長  ３月 19 日に政府の有識者会議が開催され、

政府の方向性が示されると考えているが、現時

点では休業期間の延長は聞いていない。 

     

○  教育長  文部科学省としても、年度内に新学期以降の



確定稿 

6 

対応の方向性を出されると思うが、全国一律の

対応ではなくて、それぞれの地域の発生状況等

に応じた対応をどうしていくかという課題があ

る。今後の対応の工夫として、例えば、学年に

よって曜日を分けて登校させたり、空き教室を

活用したりする方法もある。先生方の負担が課

題となるが、感染状況を見ながら事務局でもし

っかりと対応を考えていきたい。 

新型コロナウイルスへの対応については、今

後ともしっかり状況を見据えるとともに、県の

健康医療福祉部ともしっかり連携をして、専門

的な助言を受けながら、教育現場の対応を考え

ていきたい。今回報告した部活動の対応につい

ても、健康医療福祉部の助言を基に整理したも

ので、一定の対策をすればリスクは少なくなる

のではということで対応した。必要な対策をし

た上で、子どもたちができる限り活動できるよ

うに対応していきたい。 

 

 

５ 議  事（非公開） 

 

●  第 61 号議案から第 66 号議案までの６議案について、原案どおり可決

された。 

 

 

６ 閉会 

 

● 教育長から、本日の議事が全て終了した旨の発言があり、閉会の宣告

があった。 

 


